
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
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文
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公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
（
第
十
八
条
関
係
）

36

○

中
小
漁
業
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保
証
法
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第
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十
六
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抄
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第
十
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係
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○
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第
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○

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
に
必
要
な
表
示
行
為
）

（
業
務
に
必
要
な
表
示
行
為
）

第
二
十
条

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
設
計
を
行
つ
た
場
合

第
二
十
条

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
設
計
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
設
計
図
書
に
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
で

に
お
い
て
は
、
そ
の
設
計
図
書
に
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
で

あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
計
図
書
の
一
部
を
変
更
し

あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
計
図
書
の
一

た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

部
を
変
更
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
構
造
設
計
に
関
す
る
特
例
）

（
構
造
設
計
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
条
の
二

（
略
）

第
二
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

構
造
設
計
一
級
建
築
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お

３

構
造
設
計
一
級
建
築
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
又
は
適

い
て
、
当
該
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
又
は
適

合
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
構
造
設
計
図
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す

合
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
構
造
設
計
図
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す

る
と
と
も
に
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
し
な
け
れ
ば

る
と
と
も
に
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
及
び
押
印
を

な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
設
備
設
計
に
関
す
る
特
例
）

（
設
備
設
計
に
関
す
る
特
例
）
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第
二
十
条
の
三

（
略
）

第
二
十
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

設
備
設
計
一
級
建
築
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お

３

設
備
設
計
一
級
建
築
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
建
築
物
が
設
備
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
又
は
適

い
て
、
当
該
建
築
物
が
設
備
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
又
は
適

合
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
設
備
設
計
図
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す

合
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
設
備
設
計
図
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す

る
と
と
も
に
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
し
な
け
れ
ば

る
と
と
も
に
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
記
名
及
び
押
印
を

な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
の
内
容
）

（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
の
内
容
）

第
二
十
二
条
の
三
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の

４

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付

規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
契

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る

約
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理

の
は
「
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
」
と
、
「
建
築
主
」
と

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て

あ
る
の
は
「
契
約
の
相
手
方
」
と
、
「
当
該
結
果
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
書
面
に
記

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

載
す
べ
き
事
項
」
と
、
「
報
告
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
す
る
」
と
、
「
文
書
で

お
い
て
、
当
該
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
は
、
当
該
書

の
報
告
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
を
交
付
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

る
。

５

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

５

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

書
面
を
相
互
に
交
付
し
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

書
面
を
相
互
に
交
付
し
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二

な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し

十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

な
い
。

）
に
は
、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
重
要
事
項
の
説
明
等
）

（
重
要
事
項
の
説
明
等
）

第
二
十
四
条
の
七

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受

第
二
十
四
条
の
七

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受

託
契
約
を
建
築
主
と
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
主
に

託
契
約
を
建
築
主
と
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
主
に

対
し
、
管
理
建
築
士
そ
の
他
の
当
該
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
（
次
項
及
び

対
し
、
管
理
建
築
士
そ
の
他
の
当
該
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
（
次
項
に
お

第
三
項
に
お
い
て
「
管
理
建
築
士
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
、
設
計
受
託
契
約
又
は

い
て
「
管
理
建
築
士
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受

工
事
監
理
受
託
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

託
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

管
理
建
築
士
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定

（
新
設
）

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
建
築
主
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
管
理
建
築
士
等
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の

と
み
な
す
。

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）

第
二
十
四
条
の
八

（
略
）

第
二
十
四
条
の
八

（
略
）

２

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政

２

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
委
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
士

べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を

事
務
所
の
開
設
者
」
と
、
「
建
築
主
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
者
」
と
、
「
当
該
結
果
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利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
」
と
、
「
報
告
す
る
」
と
あ
る
の

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
当
該
書
面
を

は
「
通
知
す
る
」
と
、
「
文
書
で
の
報
告
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
を
交
付
し

交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


